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職員の懲戒処分について 
 

 

 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和６年１０月１７日 

３ 職位・年齢・性別  課長級・５２歳・女性 

４ 所 属  教育局 

５ 発 生 年 月 日  平成１５年１２月頃から平成１６年５月頃までの間 

６ 事件・事故の概要  

  当該職員は、平成１５年１２月頃から平成１６年５月頃までの間、当時、勤務

校に在籍していた男子児童に対し、わいせつな行為を行った。 

 

 

 ● 問合せ先  

  教育局 総務課 人事（事務局等）担当 岡・大島  

  直通 048-830-6622 内線 6627  

  E-mail: a6610-07@pref.saitama.lg.jp 

 

  令和６年１０月１７日 
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